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1. 都市づくりの基本理念

本計画における都市づくりの基本理念は、以下の３つの視点を考慮して設定します。

図 都市づくりの基本理念を考えるうえでの３つの視点

(1)都市計画法や上位計画等が掲げる基本理念や目的

都市計画法や上位計画、そして野洲市まちづくり基本条例が掲げる基本理念や目的は以下のとおりで

す。

表 都市計画法や上位計画等が掲げる基本理念や目的

都市計画法

【目的】（第一条）

都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展

と公共の福祉の増進に寄与する

【都市計画の基本理念】（第二条）

◆ 農林漁業との健全な調和

◆ 健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動の確保

◆ 土地の合理的な利用

大津湖南都市計画

都市計画区域の

整備、開発及び保全の方針

【都市づくりの基本理念】

◆ 都市機能の集約化の促進

◆ いきいきとした暮らしを支える都市づくり

◆ 開発・保全に向けた総合的な都市づくり

◆ 安全・安心な都市づくり

第 2次野洲市総合計画

【将来都市像】

多様な人々と多彩な自然が調和した、個性輝くにじいろのまち      ～笑顔あふれるにじいろ都市やす～
野洲市まちづくり

基本条例

【目的】（第一条）

市民、市議会及び市の役割や行動を明記し、市民の知恵や力をまちづ

くりに生かすことにより、人権と環境を土台に生きる意味が実感できる

活力ある自立した地域社会の実現を図ること

都市の現況からみた
都市づくりの課題 (前章)1

都市計画法や上位計画等
が掲げる基本理念や目的
都市計画法
が掲げる2

本市がめざす今後の
コンパクトシティのあり方3

野洲市都市計画マスタープランにおける「都市づくりの基本理念」
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(2) 本市がめざすコンパクトシティのあり方 

■国が提唱するコンパクトシティのあり方 

今後、地方都市において、全国的に人口減少や少子高齢化の進展が予想されるなか、国はそれに対応

した都市政策の方向性として、これまでの車社会を背景とした市街地の低密度な拡散を抑制し、「多極

ネットワーク型コンパクトシティ」を目指すこととしています。 

この多極ネットワーク型コンパクトシティは、医療・福祉施設、商業施設や居住等がまとまって立地

し、あるいは、高齢者をはじめとする住民が自家用車に過度に頼ることなく公共交通により医療・福祉

施設や商業施設等にアクセスできるなど、日常生活に必要なサービスや行政サービスが住まいなどの身

近に存在する都市の姿で、下図のようなイメージとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：改正都市再生特別措置法等について（国土交通省） 

図 多極ネットワーク型コンパクトシティのイメージ  
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■本市がめざすコンパクトシティのあり方  本市においては、長期的には人口減少や少子高齢化の進展が予想されつつも、しばらくは中心拠点や
地域拠点周辺等においては人口増加が見込まれます。 

また、近隣市と比較すると、本市の市街化区域面積は狭小でかつ DID人口密度が高いことや、市街化

区域内にまとまった空閑地が少ないことから住宅供給が少なく、これらが市外への転出を助長する要因

にもなっていると考えられます。  したがって、本市がめざすコンパクトシティのあり方について、以下のように整理します。 

 

❶ 長期的な視点では国が提唱する「多極ネットワーク型コンパクトシティ」の考え方に従い、緩や

かに生活サービス施設や居住を誘導しながら、短期的な視点では、定住施策として適正な量の住

宅供給のために必要な市街地拡大を検討すること 

➋ 都市計画区域全域でむやみに市街地拡大を模索せずに、拠点となる市街地の周辺において、適切

に居住を誘導する区域を設定すること 

❸ 生活サービスが享受できる拠点から離れた郊外住宅団地や集落は、開発規制の緩和や、生活サー

ビスが享受できる施設までの公共交通ネットワークを整備することなどにより、その地域におけ

るコミュニティの活力を維持すること 

 

＜参考：立地適正化計画で定める区域のイメージ＞ 

立地適正化計画では、「多極ネットワーク型コンパクトシティ」を目指し、以下の区域を設定

しています。 

都市機能誘導区域 

 生活サービス施設を誘導するエリア 
居住誘導区域 

 居住を誘導して人口密度を維持するエリア               
出典）改正都市再生特別措置法等について（国土交通省） 
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(3) 本計画における都市づくりの基本理念  これまでの視点を踏まえて、本計画の基本理念を、以下のように設定します。 

 

本市は、三上山をはじめとした緑豊かな森林から、市内の大半の河川が合流する家棟川、そして

家棟川が流入する琵琶湖まで、連続した自然環境となっており、身近に自然を感じられる都市とな

っています。  こうした自然の恩恵を受けて、本市は古くから農業が基幹産業として営まれ、現在も水田を中心
とした広大な農地が市域の多くを占めているものの、優良企業の進出により、農業に代わって工業

を主体とした産業構造が定着してきており、これにより近年は流入人口が増加してきています。 

宅地開発においては、JR 琵琶湖線の公共交通の利便性等から、大都市圏の近郊に位置するベッド

タウンとして住宅需要があり、これまで JR 野洲駅周辺地域を中心に住宅地開発が進められてきま

した。 

今後も、JR野洲駅や北部合同庁舎の周辺地域等では、しばらく人口増加の傾向は続くと予想され

ますが、将来的には全市にわたり人口減少・少子高齢社会の到来に備える必要があります。 

また、近年は大地震や台風・大雨などによる災害が全国的に懸念されています。本市においても

過去に台風の豪雨による溢水被害を受けていることから、都市防災としての基盤強化が求められて

います。 

＊ ＊ ＊ ＊ 

以上のことから、本市固有の豊かな自然環境との調和を図りつつ、長期的には、人口減少・少子

高齢社会の到来や大規模災害の発生に備え、高齢者なども含めた市民の誰もが安全・安心に暮らし

続けられるよう、持続可能な都市づくりを進める一方、当面見込まれる人口動向や産業動向を踏ま

え、都市の活力を支えるための住宅地、産業地の開発を計画的に誘導するなど、適切な対応を図り

ます。 

また、郊外集落等の営農環境保全に向け、農業者の生活基盤となる集落地の活力維持に努めると

ともに、三上山から琵琶湖までの連続した自然の環境、景観を田園風景とあわせて一体的に保全し、

こうした地域資源を活用しながら、市内外の活発な交流促進をめざした環境整備を進めます。 

さらに、これらを行政だけでなく、市民や事業者等と協働して行うことを都市づくりの基本理念

とします。 
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2. 将来都市像と都市づくりの目標

前項の都市づくりの基本理念を踏まえたうえで、以下のように、将来都市像と都市づくりの目標を設

定します。

目標 1 拠点の都市機能集約と歩行空間の改善によるにぎわい強化

● 中⼼拠点や地域拠点への都市機能の集約化

● 快適で歩きたくなる歩行空間の整備

● 店舗等が⽴地しやすく持続的に発展できる環境の整備

● 拠点間の公共交通ネットワークの強化

目標 2 安全で利便性の高い居住環境づくり

● 中⼼拠点や地域拠点の周辺において、若年層が住みたくなる住宅・宅地供給のための

市街地拡大の検討

● 歩いて暮らせるまちなか居住の推進と拠点までの公共交通ネットワークの整備

● 郊外住宅団地における店舗等の⽴地促進による住環境の向上

目標 3 田園集落における地域活力の維持向上に向けたまちづくり

● 地域ニーズに応じた産業用地としての市街地拡大の検討

● 集落における定住化の促進による農業後継者の確保

● 中⼼拠点や地域拠点までの公共交通ネットワークの整備

● 営農環境向上のため、地産地消を促進できる店舗等の誘導

目標 4 都市の安全を高める防災基盤の強化

● 浸水想定区域における河川整備や下水道雨水幹線整備

● 災害から⾝を守るための都市基盤の強化と適切な⼟地利用誘導

目標 5 豊かな自然環境の保全と身近に自然を感じられる都市の形成

● ⼦育てしやすい環境づくりのための魅力ある公園緑地の整備

● 豊かな⾃然の資源を活かした市民交流の促進に向けた既存ストックの再生

● 三上⼭や野洲川、琵琶湖など豊かな⾃然環境の保全

● 良好な景観の保全・形成

図 将来都市像と都市づくりの目標

活
力
あ
る
都
市
と
豊
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自
然
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調
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た
に
ぎ
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3. 将来人口の展望

本市の将来人口の見通しは、第２次野洲市総合計画との整合を図り、以下のように設定します。

● 2015年（平成 27 年）の人口 49,889人に対し、2030年（令和 12年）では 4万 9千人程度、2040

年（令和 22年）では 4 万 8千人程度を維持することを目指す。

● 年齢構成としては、老年人口の増加と生産年齢人口の減少が続く一方、年少人口は 2025 年（令

和 7年）以降増加に転じると想定される。

資料：第２次野洲市総合計画

図 今後の人口推移

資料：第２次野洲市総合計画

図 今後の年齢構成推移
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4. 将来都市構造

将来都市構造は、以下の 4つの層（レイヤー）を重ねてできた、将来の都市構造をあらわすものです。

本計画の長期目標である 20～30 年後の野洲市の姿であり、野洲市の土地利用や施設配置等の基本とな

ります。

土地利用ゾーニング

まちなか居住ゾーン

● 中心拠点、地域拠点及びその周辺に位置し、生活サービス施設を利用しやすいまとまった居

住地域で、本計画の長期目標における居住誘導区域となるゾーンです。周辺の自然環境と調

和を図りつつ、安全安心な暮らしの確保とともに、歩行空間の整備や身近で歩いていける公

園の確保など子育てしやすい居住環境の整備を進めます。

一般居住ゾーン

● 郊外の近江富士団地や篠原駅周辺の居住地域で、本計画の長期目標における住居系市街化区

域となるゾーンです。周囲の自然と調和したゆとりある田園住居の環境形成と地域コミュニ

ティの維持を図ります。

工業ゾーン

● 大規模工場・工業団地が立地する地域で、既存工場と周辺環境の調和を図ります。

田園集落ゾーン

● 郊外に広がる農地および集落地で、本計画の長期

目標における市街化調整区域の農地と集落地と

なるゾーンです。営農環境や景観を守るため、ま

とまりとしての農地等の保全に努めるとともに、

農業者の生活基盤となる集落地の活力維持を図

ります。

自然環境ゾーン

● 三上山を中心とした森林と、琵琶湖沿岸、野洲川・

日野川・家棟川等の水辺空間は、人々に心の豊か

さや潤いを与える自然環境資源として保全に努

めるとともに、水や緑にふれ合い、感じることが

できる空間の整備を図ります。

将来都市構造の構成

交流の拠点とネットワーク

都 市 骨 格

暮らしの拠点とネットワーク

土地利用ゾーニング
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都市骨格

広域連携軸

● 市民生活の行動範囲の広がりや交流人口の増加

等から、京阪神地域はもとより、東海・北陸方面

との広域的な連携軸として JR琵琶湖線、国道 8号

を中心とする「広域連携軸」の充実を目指します。

都市間連携軸

● 周辺市町との連携強化に向けて、主要地方道大津

能登川長浜線や都市計画道路大津湖南幹線など

を中心として、「都市間連携軸」の充実を図ります。

暮らしの拠点とネットワーク

中心拠点（JR 野洲駅周辺）

● JR野洲駅周辺地域は、多くの人々が暮らし、訪れ、

活動する地域であり、行政、教育文化、商業、医

療、子育て、居住及びこれらが複合した機能の配

置と更なる充実を図ります。

地域拠点（北部合同庁舎周辺）

● 市域北部の中心地となっている吉地・西河原地区

の市街地は、田園に囲まれたゆとりと自然豊かな

趣のある居住機能を基本とし、行政、教育文化、

商業、医療、子育て等の多様な機能の充実・強化

を図ります。

地域拠点（新たな拠点）

● 市域のほぼ中央に位置し、住宅地が広がる祇王地

域の市街地は、防災拠点、教育文化、医療、子育

て等の公共施設が集積している生活利便機能と

あわせて、住居、産業・商業機能を誘導するため

の長期的な市街地整備を図りつつ、市域の中央地

点として新たな拠点創造を目指します。

暮らしのネットワーク

● 各地域拠点から中心拠点へのアクセス性の向上

をめざし、JR野洲駅への円滑な道路アクセスと公

共交通の利便性を高めます。

● 市街化調整区域の集落における暮らしを支える

ため、各集落から近傍の拠点までの公共交通ネッ

トワークの充実を図ります。
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交流の拠点とネットワーク

自然環境交流拠点

● ビワコマイアミランド・マイアミ浜オートキャンプ場周辺や琵琶湖湖岸緑地・吉川緑地と、

滋賀県希望が丘文化公園・県立近江富士花緑公園周辺は、自然環境交流拠点と位置づけ、

本市固有の自然環境を生かし、市内外の人々の交流を促進する拠点として整備を進めます。

中心拠点（JR 野洲駅周辺）

● 魅力的な“にぎわい”の創出を進め、市外からも多くの人が訪れ多様な交流を生み出す拠

点の形成を図ります。

● 公共交通機関を利用して外部から訪れた観光客向けに情報発信を行い、レンタサイクル施

設の整備や公共交通機関の充実による自然環境交流拠点までのアクセスとネットワークの

向上をめざした交通拠点としての整備を図ります。

交流連携軸

● 上記の各拠点間を有機的にネットワークする交

流連携軸として、道路や河川沿いの水辺を活用し

つつ、自転車や公共交通を含め快適に移動できる

環境整備を図ります。

● 琵琶湖沿岸の一般県道近江八幡大津線（さざなみ

街道）は、琵琶湖沿岸としての沿道景観を保全し

つつ、自家用車と自転車等によるツーリング客が

気持ちよく移動できるような道路空間の整備を

図ります。

● 交流連携軸の魅力を高めるため、沿道への観光交

流施設の立地促進を図ります。その際、地域の農

業者等と連携して地場産品を販売するなど、地元

農業の振興に配慮しながら進めます。

以上を重ね合わせた「将来都市構造」を次頁の図に示します。
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図 将来都市構造
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5. 都市整備方針

(1)土地利用に関する方針

住宅地

低層住宅地

● 計画的に整備された戸建てを中心とした低層

住宅地は、地域住民等の協力のもと、適切な指

導・誘導により、緑豊かでゆとりある住環境の

保全・創出に努めます。

● 居住誘導区域外の低層住宅地（近江富士団地）

は、高齢世帯の孤立化や空き家・空き地の増加

等が懸念されることから、住民や事業者等と住

宅地の価値や魅力の再構築に向けた手法を検

討するとともに、必要に応じて土地利用規制の

見直し等もあわせて検討します。

一般住宅地

● 一般住宅地は、戸建て住宅の立地を基本とし、

集合住宅や中層建築物の立地を許容し、適地に

おいては、生活利便施設の立地を許容すること

により、良好な住環境の誘導を図ります。

中心商業地

● ＪＲ野洲駅周辺は、市民生活、都市活動の拠点

として、まちのにぎわいを生み、市民の憩いの

場、地域の交流の場となる商業・業務空間の形

成に努めるとともに、駅南口地区は、景観や日

照等に配慮しつつ、高度利用を検討します。

沿道商業地

● 「国道８号（都市計画道路出庭大篠原線）」や

「主要地方道大津能登川長浜線（都市計画道路

野洲川日野川線）」、「都市計画道路大津湖南幹

線」、「市道乙窪比留田線（都市計画道路乙窪比

留田線）」等の幹線道路沿道で、沿道土地利用

がふさわしい沿道は、周辺環境との調和や、中

心市街地の活性化に影響のない範囲で、商業・

沿道サービス施設等の誘導を図ります。

▲写真 低層住宅地（冨波乙地区）

▲写真 主要地方道大津能登川長浜線沿道
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工業地

● 既存の工業地は、適切な指導・誘導により周辺

環境と調和した土地利用を図ります。

● 野洲川右岸の工場が立地していた地区は、地

区計画等を活用し工業地としての土地利用を

図ります。

農地・集落地

● 集団的な農地は、農業振興地域の整備に関する

法律に基づき、今後とも生産性の高い農業を営

む農用地として土地利用を図ります。

● 田園集落のコミュニティの維持に向けて、集落

営農の組織力の活用を含め地区住民等との協

働のもと、新たな住民の受け入れや集落内道路

の改善等を総合的に検討し、必要に応じて地区

計画制度の活用等を図ります。

● 都市活力の維持・向上に向けて、主に若年層の

居住の受け皿となる住宅供給や、産業用地のニ

ーズに対応するため、「野洲市市街化調整区域

における地区計画制度の運用基準」の活用を図

るとともに、現行の運用基準では対応しづらい

ニーズに対しては、適宜運用基準の見直し等を

検討します。

▲写真 農地（中里地域）

▲写真 大規模工業地
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拡大市街地

● 主に若年層世帯の流入促進や流出抑制をめざ

した住宅・宅地の供給、都市の活力向上のため

の産業用地、または、周辺住民の利便性向上に

必要な商業用地を確保するための市街地の拡

大を検討します。

● 市街地の拡大については、現行の市街化区域隣

接地において、必要な供給量に見合った規模を

検討します。その際、中心拠点や地域拠点及び

その周辺を優先的な候補地としつつ、開発の熟

度等に応じて、適切かつ迅速な対応を図りま

す。

● 地域拠点である都市計画道路大津湖南幹線の

沿道を沿道商業地に、その背後の市街化区域

との間の地区を産業・住居系の市街地として

の土地利用を検討します。

● 祇王地域の市街化区域隣接地は、都市施設や

旅客施設の誘導も含め、住居系、商業・産業系

の市街地としての土地利用を検討します。

森林

● 三上山を中心とした森林は、野洲市のシンボ

ルであり、重要な自然環境、良好な景観資源で

あることから保全を図ります。

河川（水辺）

● 琵琶湖とその湖岸、及び野洲川、日野川、家棟

川等は、都市に潤いを与える水辺空間であり

親水空間であることから整備、保全を図りま

す。

▲写真 市街化区域隣接地（祇王地域）

▲写真 三上山
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図 土地利用方針図  
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(2)交通施設に関する方針

道路交通施設

広域幹線道路

広域幹線道路は、主に琵琶湖沿いに位置する近隣市町と連絡する以下の路線を位置づけ、広域的な

連携強化に向けて整備・充実と適切な維持・管理を要請します。

図面

対照

番号

国・県・市道名 都市計画道路名

1 国道８号 出庭大篠原線

2 国道８号野洲栗東バイパス 野洲栗東線

3 主要地方道近江八幡守山線 大津湖南幹線

4 国道 477 号

5 主要地方道大津能登川長浜線 野洲川日野川線

6 一般県道近江八幡大津線（さざなみ街道）

7 都市計画道路野洲川幹線 野洲川幹線

● 国道８号（都市計画道路出庭大篠原線）は、バイパスの北側延伸、歩道の整備、交差点改良等に

よる道路交通需要の増加等に対応した道路整備を要請します。

● 国道８号野洲栗東バイパス（都市計画道路野洲栗東線）や都市計画道路大津湖南幹線等は、周辺

市町とのアクセス強化や河川横断時における渋滞緩和等を図るため早期整備を要請します。

▲写真 都市計画道路大津湖南幹線（整備中）

資料：滋賀県提供

▲写真 国道８号（都市計画道路出庭大篠原線）

第
３
章

全
体
構
想



 野洲市都市計画マスタープラン  

35 

 

地域内幹線道路 

地域内幹線道路は、広域幹線道路と連絡しながら、主に市内における円滑な移動を支える以下の路

線を位置づけ、歩行者や自転車等の安全性や快適性の確保にも十分配慮しながら整備・充実を図ると

ともに、適切な維持・管理に努めます。  
図面 
対照

番号 国・県・市道名 都市計画道路名 具体的な整備等 
8 （主）野洲中主線 六条野洲線 

・新幹線アンダー部、（国）8 号取り付け部の道

路法線変更 

9 
（主）野洲甲西線 

（一）小島野洲線 
野洲南桜線 

・自転車歩行者道整備 

・交差点改良 

10 

（一）守山中主線 

（一）木部野洲線 

（市）野洲マイアミ線 

小篠原三宅線 

比江六条線 

・自転車歩行者道整備 

・道路法線変更 

11 （市）辻町小比江線 
小比江童子川線 

南桜永原線 
― 

12 
（一）希望が丘文化公園北線 

（一）希望が丘文化公園南線 
南桜永原線 

・整備区間見直し 

・道路法線変更 

13 （市）市三宅妙光寺線 市三宅妙光寺線 
・（国）8 号野洲栗東バイパスとの立体交差 

・（市）市三宅竹生線からの接続ルート検討 

14 （市）野洲川右岸線 
 ― 

15 （市）北口線 野洲駅北口線 ・整備可能性の検討 

16 （一）野洲停車場線 野洲停車場線 ・バリアフリー化整備 

17 （一）安養寺入町線 
 ・整備区間見直し 

18 （仮称）野洲竜王線 
 ― 

19 
（主）近江八幡守山線 

（市）乙窪比留田線 
乙窪比留田線 ― 

20 （主）守山栗東線 今市出庭線 ― 

21 （市）野洲中央線 野洲中央線 ― 

22 （市）小篠原上屋線 小篠原上屋線 ― 

23 （市）大篠原入町線 
 ・県道への昇格を要望 

24 （市）市三宅竹生線 
 ・都市計画道路指定検討 

25 （一）菖蒲線  ― 

26 （市）五条吉川湖岸線  ・拡幅整備 

27 （市）市三宅小南線  ― 

※（国）：国道 （主）：主要地方道 （一）：一般県道 （市）：市道   第
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● 都市計画道路野洲駅北口線及び一般県道野洲停車場線（都市計画道路野洲停車場線）は、歩行者
と自転車が安全に通行できる歩道の整備など、本市の公共交通の玄関口として魅力ある道路とな

るよう、整備と適切な維持・管理の充実を図ります。 

● ＪＲ篠原駅の駅舎橋上化及び南口駅前広場等の整備が完了したことから、国道 8 号と駅南口をつ

なぐ道路となる一般県道安養寺入町線の整備・改良を促進し、地域住民や企業等の利便性の向上

を図ります。 

● 一般県道希望が丘文化公園南線（都市計画道路南桜永原線）は、新名神高速道路及び国道１号バ
イパス（水口道路・栗東水口道路）等の高規格道路・広域幹線道路等の整備の進捗に合わせて、

近隣市町へのアクセス道路として整備を図ります。 

● 湖南地域と東近江地域を連携し、野洲市域と名神高速道路竜王Ｉ．Ｃとのアクセス強化を図る道
路として、（仮称）野洲竜王線の可能性を検討します。 

● 既存道路は、適切な維持管理を図るとともに、改修時等に併せて歩行者と自転車が安全に通行で
きる歩道などの交通安全施設等の整備や景観の整備を進めます。 

● 歩道や路肩部分の清掃、除草、花壇の維持管理などを、地域の道路に対して愛着を持って、自治
会等が中心となって活動するアダプト（里親）制度等により、道路の環境保全を進めます。  

生活道路等 

● 住宅地、集落地内の生活道路は、歩行者や自転車通行者が安全・安心に利用できる整備、改修等
を図るとともに、必要に応じて楽しく通行できる修景施設の整備を行います。 

● 生活道路は、通過自動車交通の排除や走行速度の低減などの対策を図り、狭あい部分の拡幅や橋
りょうの点検、適切な修繕等を行うことにより、安全・安心な道路空間を創造します。 

● 幹線道路を含め、鉄道駅や公共施設間を結ぶ不特定多数の人が日常生活において頻繁に利用する
主要な経路は、バリアフリー化や交通安全対策を行い、安心して移動できるネットワークの形成

を図ります。 

● 中ノ池川、家棟川等の河川堤防や寺院・神社、史跡等の地域資源を結ぶ路線を散策やサイクリン
グが楽しめるような整備を行い、水と緑、文化のネットワークの形成を図ります。   

 公共交通関連施設  

● ＪＲ野洲駅周辺は、鉄道と自動車交通（バス、タクシー、自家用車等）を相互につなぐ結節点で
あり、自動車利用を低減し交通渋滞緩和を図るため、バス交通の更なる利便性の向上や自転車利

用を促進する整備を図ります。 

● ＪＲ野洲駅南口については、パークアンドライドに対応した駐車場の整備や、サイン（案内標識）
の統一、電柱類地中化等の景観整備により、市の玄関口としての整備・充実を図ります。 

● ＪＲ野洲駅とＪＲ篠原駅の２駅間においては、新たな拠点形成に併せた新駅整備を検討します。   
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図 交通施設整備方針図  
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(3)市街地整備に関する方針

都市拠点

JR野洲駅周辺地区

● JR野洲駅周辺は、行政、教育文化、商業、医療、子育て及び居住機能の配置や土地の高度利用を

図るための適切な誘導と整備手法の検討を行います。

北部合同庁舎周辺地区

● 北部合同庁舎周辺は居住機能を基本とし、行政、教育文化、商業、医療及び子育て機能の充実や

土地区画整理事業等による整備を図ります。

新たな市街地

● 既成市街地隣接部において、新たな市街地整備が必要な場合は、土地区画整理事業や地区計画等

により計画的な整備を図ります。

● 郊外部における新たな住宅地整備は、都市と農村との交流や田園環境を活かした住環境を創出す

るため、地区住民との協力により住環境の整備を図ります。

既成市街地

● 計画的な宅地開発等により良好な住環境を形成している地区等は、その環境を保全するために地

区計画制度や建築協定等の導入を図ります。

● 住宅密集既成市街地等は、良好な居住環境の形成、防災性の向上や土地の有効利用を促進するた

め、街路や公園等の整備の推進を図ります。

● 既成市街地内の農地等の空閑地は、土地区画整理事業等の面整備事業及び開発行為を適切に誘導

することにより、良好な宅地の供給に努めます。

● 公共施設等の再編・再配置に伴い、廃止となった施設の跡地利用を検討する場合は、周辺市街地

の状況を考慮し、生活利便性の向上や防災性の強化等の環境改善のための整備を図ります。

イメージ写真

▲写真 計画的な宅地開発（錦の里住宅地）

イメージ写真

▲写真 ＪＲ野洲駅周辺
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(4) 自然環境保全・都市環境形成に関する方針 

 都市環境形成  

● 快適な都市環境の形成のため、地域が主体となった道路、公園、河川等の美化活動等の促進やゴ
ミの不法投棄を防止するための監視・意識の啓発等を図ります。 

● 緑豊かな都市環境の形成のため、工場や住宅地等の緑化促進や街路樹の整備等による都市緑化を
促進します。 

● 衛生的な都市環境の形成、河川等の水質保全を図るため、公共下水道施設の維持管理と計画的な
更新・修繕等を行います。 

● ごみの排出量を低減するための取組や効率的・経済的なごみ処理体系の確立を図るとともに、
次期施設の検討を行います。 

 

 自然環境形成  

● 野洲市民が伝統的・歴史的に受け継いできた貴重な自然環境を次世代に引き継ぐために、適切な
開発等の指導・誘導により、自然環境の保全に努めます。 

● 琵琶湖国定公園の指定を受けている琵琶湖一帯と、県立自然公園の指定を受けている三上山、滋
賀県希望が丘文化公園等の丘陵地については、本市のみならず、滋賀県を代表する貴重なみどり

として保全に努めるとともに、施設等を活用したレクリエーション活動等の充実を推進、促進し

ます。 

● 兵主神社に代表される社寺の樹木・樹林は、郷土の歴史に根ざした貴重なみどりとして保全する
ために、保存樹・保存樹林や景観重要樹木の指定について検討するとともに、地域の協力による

維持・管理に対する支援を行います。 

● 本市の豊かなみどりを生かした環境学習に取り組み、みどりを担う人材の育成や市民の環境保全
意識の醸成に努めます。 

 

 公園・緑地の配置方針  

● 市街地や集落地では、地域住民に身近でコミュニティ活動の拠点となる都市公園等の整備と充実
を推進するとともに、適切な配置と再編、地域との協働による維持管理に取り組みます。 

● 主に若年層世帯の流入促進や流出抑制を目指した拡大市街地においては、市民の健康増進や子育
て、地域コミュニティ活動の支援のために、新たな公園の整備を行います。 

● 野洲川緑地や吉川緑地、家棟川緑地等は、市民が自然とふれあえる空間として今後も自然環境の
保全と再生に向けた適切な維持・管理を促進します。また、野洲川河川公園については、引き続

き維持管理の充実に取り組みます。 
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資料：野洲市みどりの基本計画 

図 みどりの将来像図  
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(5) 景観形成に関する方針 

● 良好な景観形成を図るため、「野洲市景観計画」に基づき整備・保全を図ります。 

● 自然、田園、歴史、文化景観が調和した野洲らしい景観の保全を図ります。 

● 市の活性化と一体的な良好な市街地景観の創出を図ります。 

● 旧街道の町並みや琵琶湖などの水辺環境において、良好な景観の保全と創出を図ります。 

● 市民、事業者、行政との協働による景観の形成を図ります。 

 

 

(6) 都市防災に関する方針 

 市街地の不燃化・耐震化  

● 建築物の不燃化や耐震化の促進を図るとともに、インフラ等の耐震性、免震性の強化を促進します。 

● 特に老朽化住宅が多く立地する地区は、市街地整備事業、道路・公園等の整備により防災性の向
上を図ります。 

● 中高層建築物が立地する JR野洲駅周辺において、建築物の不燃化、延焼防止を図るために、防火

地域または準防火地域の指定を検討します。  
 災害発生のおそれのある区域  

● 野洲市洪水ハザードマップ等を活用し、市民に対する浸水想定区域や避難所等の周知徹底を推進
します。 

● 河川改修、雨水幹線の整備や雨水調整池の設置等の治水対策を推進することにより、水害の発生
を防止します。 

● 都市化の進展に伴う JR 野洲駅周辺の浸水被害を防止するため、雨水幹線の整備や河川改修を推

進します。 

● 土砂災害特別警戒区域においては、開発の制限、建築物の構造規制、移転等の勧告などの適切な
指導・誘導を行います。  

 防災拠点・避難所等の整備・充実  

● 災害時に活動の中心となる施設等を防災拠点と位置づけ、その拠点を結ぶ道路や情報通信網の整
備によりネットワーク化を図ります。 

● 災害対策本部となる野洲市役所本館の設備や機能の充実に努めます。 

● 滋賀県の広域陸上輸送拠点である滋賀県希望が丘文化公園の緊急時ヘリポート等の機能の充実
を要請します。 

● 災害発生時の避難路・避難所等の確保を図るため、道路、公園等の適正配置に努めます。 

● 野洲市地震ハザードマップにより、市民に対する想定される震度や避難所等の周知徹底を推進します。 
● 緊急輸送道路沿道の建築物の耐震化を促進するため、所有者等への指導等を強化するとともに、

重要物流道路の更なる指定や滋賀県緊急輸送道路ネットワーク計画に基づく道路の耐震性の強

化等を要請し、災害時の輸送路の確保を図ります。 
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